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基本方針に基づく施策を 

実施するため必要な 

法制上・財政上の措置 

 

 

成年被後見人等の権利制限

に係る関係法律の改正その

他の基本方針に基づく施策

を実施するために必要な法

制上の措置については、この

法律の施行後三年以内を目

途として講ずる 

成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図※平成 28年４月８日成立、同年５月 13日施行 

 

１ 国の責務 

２ 地方公共団体の責務 

３ 関係者の努力 

４ 国民の努力 

５ 関係機関等の相互の 

  連携 

１ 保佐及び補助の制度の利

用を促進する方策の検討 

２ 成年被後見人等の権利制

限に係る制度の見直し 

３ 成年被後見人等の医療等

に係る意思決定が困難な

者への支援等の検討 

４ 成年被後見人等の死亡後

における成年後見人等の

事務の範囲の見直し 

５ 任意後見制度の積極的な

活用 

６ 国民に対する周知等 

 
 

・ 有識者で組織する。 

・ 基本計画案の調査審議、施策

に関する重要事項の調査審議、

内閣総理大臣等への建議等を

行う。 意見 

  
１ 組織 
 会長：内閣総理大臣 
 委員：内閣官房長官、特命担当

大臣、法務大臣、厚生労
働大臣、総務大臣等 

 
２ 所掌事務 
 ① 基本計画案の作成 
 ② 関係行政機関の調整 
 ③ 施策の推進、実施状況の 
  検証・評価等 

成年後見制度利用促進会議 成年後見制度利用促進委員会 

国等の責務 基本理念 

基本方針 

１ 関係機関等におけ

る体制の充実強化 

２ 関係機関等の相互

の緊密な連携の確

保 

法制上の措置等 

施策の実施状況の公表（毎年） 

 

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 

「成年後見制度利用促進基本計画」を策定 

基本計画 地方公共団体の措置 

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日（H28.５.13）から施行するものとする。 

その他 

体  制 

都道府県の措置 

 人材の育成 

 必要な助言 

市町村の措置 

 国の基本計画を踏まえ

た計画の策定等 

 

 

 

 

 合議制の機関の設置 

 

援助 

成年後見制度の理念の尊重 

 ①ノーマライゼーション 

 ②自己決定権の尊重 

 ③身上の保護の重視 

 

地域の需要に対応し

た成年後見制度の利

用の促進 

 

成年後見制度の利用

に関する体制の整備 

１ 地域住民の需要に

応じた利用の促進 

２ 地域において成年

後見人等となる人

材の確保 

３ 成年後見等実施機

関の活動に対する

支援 

 

この法律の施行後２年以内の政令で定める日（H30.４.１）に、これらの組織を

廃止し、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び有識者

で組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける（両会議の庶務は厚生労

働省に）。 
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計
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進
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検
討
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況
・
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連
携
ネ
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ト
ワ
ー
ク
に
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け
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を
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え
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等
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の
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３
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握
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し
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要
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討
す
る
。

※
基
本
計
画
の
中
間
年
度
で
あ
る
平
成
３
１
年
度
に
お
い
て
は
、
各
施
策
の

進
捗
状
況
を
踏
ま
え
、
個
別
の
課
題
の
整
理
・
検
討
を
行
う
。

専
門
職
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
促
進

＜
別
紙
＞

参
考
と
な
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え
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の
周
知
、
活
用
状
況
を
踏
ま
え
た
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善
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府 成 担 第 5 号  

平成 29 年 3 月 24 日 

各都道府県知事 殿 

 

内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長 

（公印省略） 

 

 

成年後見制度利用促進基本計画の策定について 

 

 

 成年後見制度の利用促進につきましては、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、政府においては、平成 29 年 3 月 24 日、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28

年法律第 29号、以下「促進法」という。）に基づく成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」

という。）を閣議決定いたしました（別添）。今後、政府においては、本計画に基づき、関係省庁が連

携して総合的かつ計画的に成年後見制度利用促進策に取り組むこととなります。 

 促進法第 23条第 1 項において、市町村は、基本計画を勘案して、市町村における成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされております。また、

促進法第 24条において、都道府県は、市町村が講じる第 23条の措置を推進するため、各市町村の区

域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう

努めるものとされています。 

 基本計画のポイントや都道府県・市町村の役割等につき、以下の通り通知しますので、御参照の上、

各地域における施策推進に御尽力いただきますようお願いします。 

 

Ⅰ．基本計画のポイント（参考 1「成年後見制度利用促進計画について」参照） 

 基本計画のポイントは以下の 3 点です。（※それぞれの施策の今後の進め方等については下記Ⅳ．

を参照のこと） 

１．利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 

 ・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代 

 ・本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討   

２．権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

 ・①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備 

 ・本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う「中

核機関（センター）」の整備 

３．不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 

 ・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策（※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与するイ

メージ）の検討  

※計画対象期間は概ね 5年間を念頭（基本計画の最終ページに「工程表」あり）。 

 

23



2 

 

Ⅱ．都道府県の役割 

１．促進法の規定ぶり 

 都道府県の役割に係る促進法の規定（第 24条）は以下の通りです。 

 

２．基本計画における記載 

基本計画（p.22）では、都道府県の役割について以下の通り記載しているところです。 

 

Ⅲ．市区町村の役割 

１．促進法の規定ぶり 

第 24条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広

域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努め

るものとする。 

②都道府県 

○ 促進法第 24条において、都道府県は、市町村が講ずる措置を推進するため、各市町村の区域

を超えた広域的な見地から、後見人となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努

めるものとされている。  

○ また、促進法第 5条では、地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有するとされており、家庭裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、

専門性の高い司法に関する施策や司法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多

いこと等を踏まえると、都道府県は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等におい

て、主導的役割を果たすことが期待される。  

○ 具体的には、都道府県においては、都道府県下の各地域の連携ネットワーク・中核機関の整備

やその取組状況を継続的に把握するとともに、以下のような支援等を行うことが期待される。   

 ・ 各市町村の検討状況を確認しつつ、広域での協議会等・中核機関の設置・運営につき市町村

と調整する。 

その際、家庭裁判所（本庁・支部・出張所）との連携や、法律専門職団体との連携等を効果

的・効率的に行う観点に留意する。 

 ・ 特に後見等の担い手の確保（市民後見人の研修・育成、法人後見の担い手の確保等）や市町

村職員を含めた関係者の資質の向上に関する施策等については、都道府県レベルで取り組む

べき課題は多いと考えられる。 

   都道府県は、国の事業を活用しつつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、どの地域に

住んでいても制度の利用が必要な人に対し、身近なところで適切な後見人が確保できるよう

積極的な支援を行うことが期待される。 

 ・ 各市町村単独で地域連携ネットワーク・中核機関を設置・運営する地域についても、広域的

な観点から、家庭裁判所や弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との連携面など、必要な支

援を行う。 

○ さらに、地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町村単位の機関

に対し更に広域的・専門的支援を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・出張所）単

位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討されるべきである。 
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 市町村の役割に係る促進法の規定（第 23条）は以下の通りです。 

第 23 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成

年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

2 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を

調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の

機関を置くよう努めるものとする。 

 

２．基本計画における記載 

基本計画（p.21）では、市町村の役割について以下の通り記載しているところです。 

 

基本計画において詳述されているように、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」は、各地域に

おいて保健・医療・福祉と司法を含めた連携の仕組みを構築することにより、①制度の広報、②制度

利用の相談、③制度利用促進（マッチング）、④後見人支援等の機能を整備するものです。具体的に

は、①本人を見守る「チーム」、②地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、③全体のコーディネー

トを行う「中核機関」といった仕組みが必要と考えられます。 

中核機関について、基本計画では、市町村単位、又は複数の市町村にまたがる区域での設置を検討

し、地域の実情に応じ、市町村による直営又は市町村からの委託などにより、市町村が設置すること

が望ましい、としております。具体的検討に当たっては、基本計画の以下の記載にも御留意下さい。 

⑤中核機関の設置・運営形態 

（中略） 

○・・例えば、地域連携ネットワークの中核の役割を担うことが適当と考えられる機関に委託す

ること（複数の市町村にまたがる区域で中核機関が設置される場合には、当該複数市町村に

よる共同委託）や、既に「成年後見支援センター」等を設置している地域においてはそうした

枠組みを活用すること等を含め、地域の実情に応じた形で柔軟に設置できるよう検討される

べきである。  （基本計画 p.16～p.17） 

○ 市町村は、上記のとおり、地域連携ネットワークの中核機関の設置等において積極的な役割

を果たすとともに、地域の専門職団体等の関係者の協力を得て、地域連携ネットワーク（協議

会等）の設立と円滑な運営においても積極的な役割を果たす。 

○ 市町村は、上記（2）④に掲げた地域連携ネットワーク・中核機関に期待される機能の段階的・

計画的整備に向け、市町村計画を定めるよう努める。   

○ また、市町村は、促進法第 23条第 2項において、条例で定めるところにより、当該市町村の

区域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議させる審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとされている。 

市町村は、当該合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるほか、当該地域に

おけるネットワークの取組状況について調査審議し、例えば、当該地域において成年後見制度

の利用が必要な人を発見し制度利用につなげる支援ができているか等、地域における取組状況

の点検、評価等を継続的に行うことが望ましい。    

○ なお、先述のとおり、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕

組みを活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ進める。 
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○ 地域連携ネットワークにおけるチーム及び専門職団体による支援体制などの整備に当たって

は、各地域における地域ケア会議、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成 17 年法律第 123 号）に基づく協議会、あるいは地域福祉計画に基づき地域活動を行う

各種機関・協議会等、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組みを活用しつつ、これらと

有機的な連携を図りつつ進める。  （基本計画 p.18） 

 

Ⅳ．今後の進め方等 

１．基本計画上の工程表に記載されたスケジュール 

基本計画上の工程表においては、上記Ⅰ．で記した 3つのポイントにつき、以下のようなスケジ

ュールが記されているところです。 

（１）「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」関係（基本計画における工程表Ⅲを参照） 

○平成 31年度半ばまでに、国において、以下の取組を進める。 

  ・ 適切な後見人等の選任のための検討の促進 

・ 成年後見制度の利用及び類型の決定手続において、本人の精神の状態を判断する医師が、本

人の生活状況や必要な支援の状況等を含め、十分な判断資料に基づき判断することができる

よう、本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための方策と、当該判断

について記載する診断書等の在り方の検討 

○その後、上記の取組を踏まえた新たな運用を開始するとともに、運用状況のフォローアップを行

う。 

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」関係（同工程表Ⅳを参照） 

○基本計画では、成年後見制度の利用促進に向け、各地域において「中核機関の設置・運営」「地

域連携ネットワークの整備」を進めることとされています。これらについては、平成 29年度か

ら平成 33年度までの 5年間に、各地域において段階的・計画的に進めることを念頭に置いてい

ます。 

○基本計画の工程表では、まずは、平成 29 年度から平成 31 年度当初まで、国において、相談体

制・地域連携ネットワークの構築支援（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組への支援等）

を行うことが示されています。具体的には、平成 29 年度予算案に盛り込まれている相談機関や

ネットワークの構築などの体制整備のための事業（認知症総合戦略推進事業（担当：厚生労働省

老健局））等を活用いただくことを想定しています。そうした取組を踏まえ、その後、全国の各

地域における相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築を進めることとしています。 

（３）「不正防止の徹底と利用しやすさとの調和」関係（同工程表Ⅴを参照） 

○まず、平成 29年度から平成 31年度半ばにおいては、以下の取組を想定しています。 

・ 金融機関において、不正事案の発生を未然に抑止するための適切な管理・払戻方法について、

最高裁判所や法務省等とも連携しつつ、積極的な検討を進めること 

・ 法律専門職は、後見人の後見等の事務について、不適切な点を発見した場合には、家庭裁判

所と連携し適切に対応する等の自主的な取組を進めること 

○これらの取組や、地域連携ネットワークにおける不正防止効果を踏まえ、31年度半ば以降、法

務省等は、最高裁判所と連携し、より効率的な不正防止のための方策を検討していく予定です。 
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２．上記を踏まえた市区町村・都道府県における当面の取組 

各市区町村におかれましては、平成 29 年度から開始される厚生労働省の上記事業によって収集

される各地域の先進的な取組例等も参考にしつつ、各地域の実情を踏まえた計画の策定に取り組

んでいただくことが求められます。 

まず、当面の取組としては、①市区町村における成年後見制度利用のニーズ把握の方法の検討及

び②地域の専門職との連携の在り方（地域にどのような専門職がどのくらい存在するのか、その

専門職とどのように連携をとって「協議会」を作っていくか、家庭裁判所との連携はどのように

図るのか等）などの検討から始めていただくことが考えられます。 

市区町村がこれらの取組を進める上で、都道府県におかれては、管下の市区町村の取組状況の把

握及び専門職との連携（協議会）の在り方等についての広域的な観点からの検討・支援をお願い

いたします。例えば、専門職団体の地方支部と協力して、どのような単位で（市区町村単位か、

ある程度広域的な単位か）ネットワーク（協議会・中核機関）を設置するか、家庭裁判所とはど

のような連携をとるか、及び市民後見人・法人後見などの担い手の確保策をどうするか等の検討

を通じて、各都道府県下の成年後見制度利用促進体制構築に向けた取組をお願いいたします。 

 

また、管下の市区町村に対しては、貴職から御周知いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

 

別添  成年後見制度利用促進基本計画（平成 29年 3月 24日閣議決定） 

参考 1 成年後見制度利用促進基本計画について 

参考 2 成年後見制度利用促進基本計画のポイント 
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事 務 連 絡 

平成 30 年８月 23 日 

 

   

各 都道府県 成年後見制度利用促進担当課 御中 

 

  

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成年後見制度利用促進室 

 

 

成年後見制度利用促進に係る市町村計画の策定及び 

中核機関整備の推進について（情報提供） 

 

 

 日頃より、成年後見制度の利用促進の取組にご尽力いただきありがとうございます。 

 

本年４月 13 日付け事務連絡により、市町村計画の策定及び地域連携ネットワークのコー

ディネートを担う中核機関の設置運営に要する費用について、平成 30 年度より地方交付税

措置を行うことが決定された旨お伝えしていたところですが、今般、以下のとおり、市町村

（標準団体 10万人規模）における普通交付税措置の内容について、情報提供いたします。 

各都道府県におかれましては、下記について管内市町村に周知いただくとともに、広域的

な見地からの市町村計画の策定や中核機関整備に係る助言・支援等、管内市町村の体制整備

の推進について、よろしくお願いします。 

 

記 

 

社会福祉費（市町村分）の単位費用上、（細目）社会福祉事業費（細節）社会福祉共通費の

需用費等に「成年後見等実施機関運営等事務費」として３，０６９千円（標準団体ベース）

を計上 

 

※上記額は「市町村計画の策定及び中核機関の設置運営に要する費用」に係る額。 

※本件は今後発行される「平成 30年度地方交付税制度解説（一般財団法人地方財務協会）」に掲載予定。 

 
（担当） 

 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成年後見制度利用促進室 栗原、福野 

 電話  ：03－5253－1111（内線 2228） 

 E-mail：seinenkouken@mhlw.go.jp 
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地方交付税制度の概要

１ 地方交付税のしくみ

○所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額とされて

いる地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に

住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための

もので、地方の固有財源である。

地方交付税制度の概要

性 格： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が

一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一

定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税であ

る。」（固有財源）

（参考 平成１７年２月１５日 衆・本会議 小泉総理大臣答弁）

地方交付税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが、地方交付税は、国税五税

の一定割合が地方団体に法律上当然帰属するという意味において、地方の固有財源であると

考えます。

総 額：所得税･法人税の３３.１％、酒税の５０％、消費税の２２.３％、地方法人税の全額

種 類：普通交付税＝交付税総額の９４％、特別交付税＝交付税総額の６％

普通交付税の額の決定方法：

各団体ごとの普通交付税額 ＝ （ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ） ＝ 財源不足額

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定） × 測定単位（国調人口等） × 補正係数（寒冷補正等）

基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（７５％）

普通交付税の仕組み

基準財政 Ａ市 基準財政需要額 100億円
需 要 額

120億円

留保財源

基準財政 Ａ市 40億円 基準財政収入額 20億円
収 入 額 60億円

普 通 標準税収入 80億円
交付税
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事 務 連 絡 

平成 31年３月 18日 

   

各 都道府県 成年後見制度利用促進担当課 御中 

  

厚生労働省社会・援護局地域福祉課  

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 室 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域生活支援推進室  

厚生労働省老健局総務課 

認 知 症 施 策 推 進 室 

 

 

成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入について（周知依頼） 

 

 

 日頃より、成年後見制度の利用促進の取組にご尽力いただきありがとうございます。 

 

標記については、成年後見制度利用促進基本計画（平成 29年３月閣議決定。以下「基本

計画」という。）において、「成年後見制度の利用及び類型の決定手続において、本人の精

神の状態を判断する医師が、本人の生活状況や必要な支援の状況等を含め、十分な判断資

料に基づき判断することができるよう、本人の状況等を医師に的確に伝えることができる

ようにするための方策について検討するとともに、その判断について記載する診断書等の

在り方についても検討する」とされたことを踏まえ、最高裁判所において検討が行われて

きたところです。 

 

今般、最高裁判所より、本年４月から、別添資料のとおり 

・ 診断書の書式を改定するとともに、 

・ 医師が診断書を作成するに当たっての参考資料とするために、本人を支える福祉関係

者が本人の日常生活や社会生活の状況に関する情報を記載する「本人情報シート（作

成は任意）」を新たに導入する 

こととする旨、情報提供がありました。 

 

※  本人情報シートについては、ソーシャルワーカー（社会福祉士，精神保健福祉士等）として本人

の支援に関わっている方（介護支援専門員，相談支援専門員，病院・施設の相談員，市町村が設置

する地域包括支援センターや，社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等）によ

って作成されることが想定されています。 
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各都道府県におかれましては、管内市区町村の成年後見制度利用促進担当及び本人情報

シートの作成に関わることが想定される関係者に対して、幅広く周知いただくとともに，

基本計画の趣旨を踏まえ、関係者における同シートの作成等、円滑な運用の実現に御配慮

いただきますようお願いいたします。 

 診断書及び本人情報シートの裁判所における運用に関する御質問については，各家庭裁判

所にお問い合わせください。 

 なお、別途、医政局総務課より都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部局宛に医療機

関への周知依頼についての事務連絡が発出されていることを申し添えます。 

 

記 

 

〔送付資料〕 

（別添）別添書式・手引き（最高裁判所事務総局家庭局） 
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社援地発 0603 第１号 

社援保発 0603 第２号 

障障発 0603 第１号 

老振発 0603 第１号 

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 

 

  都道府県  

各 指定都市 関係主管部（局）長殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局保護課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への 

支援に関するガイドライン」について（周知依頼） 

 

内閣府の消費者委員会が平成 29 年１月 31 日に取りまとめた「身元保証等高

齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」及び平成 29 年３月 24

日に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえ、平成 30年度

厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「医療現

場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態

把握に関する研究」において、医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない

人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）が取りまとめられ、本日、厚生労働省医政局

総務課長から、別添の通り各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部

（局）宛て通知されました。 

ガイドラインでは、少子高齢化の進展によって、認知症等により判断能力が不

十分な人や身寄りがない人の増加といった状況がみられる中で、判断能力や家

族関係がどのような状態となっても、一人の個人としてその意思が尊重され、医
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療が必要なときは安心して医療を受けることができるようにしていくことが重

要とされ、これらの人に対する医療機関の具体的な対応方法が示されています。

認知症等により判断能力が不十分な人や身寄りがない人に対して医療を提供す

るにあたっては、福祉的な支援についても必要となる場合が多いことから、各自

治体における介護保険・高齢者福祉担当部局、障害保健福祉担当部局、成年後見

制度利用促進担当部局、生活保護制度担当部局、生活困窮者自立支援制度担当部

局等の福祉関係部局や、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、権利擁

護支援の地域連携ネットワークの中核機関（権利擁護センター等を含む）、生活

困窮者自立相談支援機関等の関係機関と、医療機関の連携を図ることが重要で

す。各自治体におかれては、ガイドラインの趣旨・内容等について御了知いただ

くとともに、各都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を

除く。）、関係機関及び関係団体等に対して広く周知いただきますようお願いし

ます。 

 

 

 

別添：「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドラインの発出について（通知）」（令和元年６月３日付け医政総発

0603第１号。厚生労働省医政局総務課長通知） 

 

（照会先） 

○ 本通知について 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成年後見制度利用促進室 

電話：03-5253-1111（内線 2229） 

○ ガイドラインについて 

厚生労働省医政局総務課 

電話：03-5253-1111（内線 4158） 
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  医政総発０６０３第１号 

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 

 

都 道 府 県    

各  保健所設置市  衛生主管部（局）長 御中  

特 別 区   

  

  厚生労働省医政局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する 

ガイドラインの発出について（通知） 

 

 

近年、少子高齢化が進展し、単身の高齢者が増加している中、主にこうした方

等を対象として、身元保証・身元引受等や日常生活支援、死後事務等を担う民間

サービス（以下「身元保証等高齢者サービス」という。）が生まれている。 

今後、こうしたサービスの需要が一層高まっていくことが見込まれる中、消費

者被害を防止する観点から、内閣府の消費者委員会において、平成 29年 1月に、

「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」（以下

「建議」という。）が取りまとめられた。建議においては、高齢者が安心して病

院に入院することができるよう、病院が身元保証人等に求める役割等の実態を

把握すること等が求められている。 

また、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）に基

づき、平成 29年３月に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」（以下

「基本計画」という。）において、「成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決

定が困難な人への支援等」について、医療・介護等の現場において、関係者が対

応を行う際に参考となるような考え方を指針の作成等を通じて社会に提示し、

成年後見人等の具体的な役割等が明らかになっていくよう検討することが求め

られている。 

厚生労働省は、建議及び基本計画を踏まえ、平成 29年度厚生労働科学特別研

究事業「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求め

る役割等の実態把握に関する研究」において、医療現場における成年後見制度へ

の理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握を行った。 

また、平成 29 年度の研究の成果を踏まえた上で、平成 30 年度厚生労働行政
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推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「医療現場における成

年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する

研究」において、医療機関に勤務する職員を対象とする「身寄りがない人の入院

及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」（以下「ガ

イドライン」という。）が取りまとめられたところである。 

ついては、別添のガイドラインについて、貴管下医療機関へ周知し、活用を促

していただくなど、関係部局・関係機関と十分連携の上、身寄りがない人や判断

能力不十分で医療に係る意思決定が困難な人が安心して医療を受けられる環境

の整備に努めていただくようお願いする。 

また、ガイドラインについては、社会・援護局地域福祉課、同局保護課、同局

障害保健福祉部障害福祉課及び老健局振興課より、各都道府県等の福祉部局に

も周知しているところであり、貴部局におかれては、特にこれらの部局とも連携

して対応いただくようお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に

規定する技術的な助言である。 

 

【別添】 

○ 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関す 

るガイドライン 

 

【参考】 

○ 「「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関

するガイドライン」について（周知依頼）」（令和元年６月３日付け厚生労働

省社会・援護局地域福祉課長・保護課長・障害保健福祉部障害福祉課長・老健

局振興課長通知） 

 

○ 「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否す

ることについて」（平成 30 年４月 27 日付け厚生労働省医政局医事課長通知） 

 

 

 

（照会先） 

厚生労働省医政局総務課  

電話：03-5253-1111（内線）4158 
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（別添）

医政医発 0427第2号

平成 30年 4月 27日

各都道府県衛生主管部（局）長殿

厚生労働省医政局医事課長

（公印省略）

身元保証人等がし1ないことのみを理由に医療機関において

入院を拒否することについて

医療機関において 患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を

拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきも

のであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及

び関係団体等への周知をお願いするとともに、貴管下医療機関において、患者

に身元保証人等がし1ないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接し

た際には、当該医療機関に対し適切な指導をお願し、する。

「巳一コ目
μ

医師法（昭和 23年法律第 201号）第四条第1項において、「診療に従事する

医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒ん

ではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由Jとは、医師の不在又

は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるので、あって、入院による

加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことの

みを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19条第1項に抵触

する。
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府 成 見 第 ２ 号 

令和元年６月 24 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長 

（公印省略） 

 

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」 

の成立について 

 

 

 成年後見制度の利用促進につきましては、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 この度、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）及び成年後見制度利用促

進基本計画（平成 29年３月 24日閣議決定）に基づく「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律」（以下「一括整備法」という。）が令和元年６月７日に

成立し、同月 14日に公布されました。 

一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、187の法律（他の法律の欠格条項を準用等している法律を含む。）における成年被後見

人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しを行うものです。今回の改正により、今後

は、成年後見制度を利用していることを理由として資格・職種・業務等から一律に排除するのではなく、

それぞれの資格・職種・職種等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとな

ります。各制度の改正に係る施行期日については、概ね、公布日施行、公布の日から起算して３月又は

６月を経過した日に施行するものとされており、いずれも公布日からの期間が短いことや多分野にわた

る多数の法律を改正するものであることから（下記Ⅲ参照）、法改正の趣旨を踏まえつつ貴職におかれ

ましてはそのリーダーシップの下で早急に施行に向けた準備を進めていただきますようお願いいたし

ます。 

なお、今後は、関係法律の所管府省において、その円滑な施行に努めることとされており、施行に向

けた詳細については関係法律の所管府省からそれぞれ通知等がなされるものと考えていますが、当室か

らも一括整備法の施行に向けた留意事項について下記のとおり通知いたしますので、御参照下さい。 

管下の市区町村に対しては、市区町村長を始め、関係する担当課にもれなく今回の法改正の趣旨やそ

れを踏まえた施行準備、対応等が適切に行われるよう、貴職から確実に御周知いただきますよう併せて

お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

（資料１） 
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Ⅰ．一括整備法の概要及び法律の趣旨を踏まえた対応のお願いについて（資料 1～３参照） 

 一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、地方公務員法等も含め、各法律において定められている資格・職種・業務等における

成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置を一括して見直すものです。これにより、

今後は、成年後見制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格・職種・業

務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとなります。 

一括整備法の対象である資格・職種・業務等の中には、都道府県知事等の権限に係るものが含まれて

おり、関係法律の所管府省からは、場合によっては条例・規則等の整備が必要になるものも想定される

との連絡を受けています。詳細については、所管府省からおって通知等がなされるものと考えています

が、かかる条例・規則等の整備及びその運用に当たっては、実質的に成年被後見人等を資格等から排除

するようなものとはしないこと、心身の故障があることをもって直ちに資格等から排除することなく、

資格等にふさわしい能力の有無を的確に審査・判断することなど、上記の一括整備法の趣旨や、障害者

権利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いいたします。 

なお、一括整備法の内容については、内閣府ホームページに掲載している法律案（ＵＲＬを末尾に記

載）、「法律の概要」（資料１）、「見直し法律リスト」（資料２）及び「衆議院修正案」（資料３）を御参照

下さい。 

 

Ⅱ．条例等で定めている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しについ

て 

 上記Ⅰのとおり、一括整備法の成立により、成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る

措置が一括して見直されました。また、「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見

直しについて（議論の整理）」（平成 29 年 12 月１日成年後見制度利用促進委員会。以下「議論の整理」

という。）においては、各府省において、一括整備法の成立以降、新たに成年被後見人等の権利に係る制

限を設けないよう留意することとされています。さらに、議論の整理では、各府省において、政省令や

通知などに基づいて成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、今回の一括整備法

による見直しを踏まえ、可及的速やかに見直しを行うべきとされています。こうした方針に基づき、今

後、各府省においては、政省令や通知（各地方公共団体に対して条例、規則等の例を示しているものも

含む。）の見直しに取り組んでいくこととなりますが、各地方公共団体の条例、規則等において定められ

ている成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、こうした政府の方針を踏まえ、

速やかに見直しに向けた対応をお願いいたします。 

 

Ⅲ．一括整備法の施行期日 

 一括整備法による各法律の改正については、原則として、以下の区分に従って順次施行されます。 

① 成年被後見人等の欠格条項を単純削除するのみで省令等の整備が必要ないもの 公布日（令和元

年６月 14日） 

② 省令等の整備が必要なもの 公布の日から３月を経過した日（令和元年９月 14日） 

③ 地方公共団体の条例等の整備、外部団体との調整が必要なもの 公布の日から６月を経過した日

（令和元年 12月 14日） 

④ その他 個別に定める日（建築士法等 令和元年 12月１日） 
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参考 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

案」（平成 30年３月 13日閣議決定）の要綱、案文、理由、新旧対照条文、参照条文については、

内閣府ホームページにて全文を掲載しています。 

ＵＲＬ：https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html 

※法案は衆議院において修正されています（土地改良法の改正規定（法案第 111 条）を削除し、

建築士法等の改正規定の施行日（法案附則第１条第３号）を平成 30 年 12月１日から令和元年

12月１日に修正）。修文案は資料３を御参照下さい。 

    

資料 1 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の概要 

資料 2 見直し法律リスト 

資料 3 衆議院修正案（要綱、案文、新旧対象条文） 

 

担当：内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室 
              西村、藤野、川上、金柄 

   ＴＥＬ：０３－３５８１－１８７５（直通） 
メール：shintaro.nishimura.a8s@cao.go.jp 

nishimura-shintarou@mhlw.go.jp 
masahiro.fujino.f9v@cao.go.jp 

fujino-masahiro@mhlw.go.jp         
       keiko.kawakami.y2r@cao.go.jp 

takuya.kanetsuka.b9k@cao.go.jp 
※内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室は 
 令和元年７月中旬を目途に廃止されます。   
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社援成発０７１１第１号  

令和元年７月１１日  

 

各 都道府県 民生主管部（局）長 殿 

 

 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 室 長  

                                   （公印省略） 

 

 

成年後見制度利用促進基本計画に係る KPI を踏まえた体制整備の推進について 

 

 

成年後見制度の利用促進については、「成年後見制度利用促進基本計画」（平成 29 年３月

24 日閣議決定。以下「基本計画」という。）において、今後の施策の目標として、「全国ど

の地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支

援の地域連携ネットワークの構築を図る」ことを掲げ、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クの中核機関の整備や市町村計画の策定など、地域の体制整備を推進していくこととしてい

ます。 

また、基本計画においては、 

・「国・地方公共団体・関係団体等は、別紙の工程表を踏まえ、相互に連携しつつ、各施

策の段階的・計画的な推進に取り組むべきである」 

・「基本計画の中間年度である平成３１年度（令和元年度）においては、各施策の進捗状

況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う」（別添１参照） 

とされています。    

上記を踏まえ、各施策の実現に向けて、その目指すべき目標を明確化し、施策の進捗状況

を定量的に把握・評価するため、成年後見制度利用促進専門家会議における議論を踏まえて、

今般、基本計画に係る KPI（重要業績評価指標）を設定するとともに、「認知症施策推進大

綱」（令和元年６月 18 日認知症施策推進閣僚会議決定）に KPI を盛り込んだところです。 

具体的には、KPI として、基本計画の最終年度である令和３年度（2021 年度）末までに 

・中核機関（権利擁護センター等を含む）を整備した市区町村数  全 1741 市区町村 

・市町村計画を策定した市区町村数 全 1741 市区町村 

などを新たに設定したところであり、KPI の達成に向けて、地域の体制整備をより一層推進

していくことが必要と考えています。（別添２及び３参照） 

 

基本計画においては、都道府県の役割について、「促進法第５条では、地方公共団体は、

成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的

に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされており、家庭
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裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、専門性の高い司法に関する施策や司

法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多いこと等を踏まえると、都道府県

は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等において、主導的役割を果たすことが

期待」されています。 

各都道府県におかれては、管内市区町村に対し、KPI の達成に向けて、中核機関の整備や

市町村計画の策定などの体制整備の推進について周知徹底を図るとともに、管内の中核機関

の整備や市町村計画の策定状況等を継続的に把握し、広域的な観点から必要な助言や支援を

お願いいたします。 

 

特に、地域連携ネットワークや中核機関の整備に当たっては、市区町村行政と、成年後見

制度を運用する家庭裁判所や権利擁護業務を担う社会福祉協議会、後見人等の担い手となる

専門職団体等との連携が重要です。 

このため、都道府県におかれては、 

・家庭裁判所や都道府県社会福祉協議会、専門職団体との定期的な連絡会議等において必

要な情報共有を図るとともに、管内の中核機関の整備状況や市町村計画の策定状況等に

ついて随時情報を提供する、 

・これらの関係機関や団体と連携の下、広域的な中核機関の整備も含め複数の市区町村に

よるブロック別会議の開催や、取組みが遅れている市区町村への働きかけや体制整備に

向けた助言 

を行うなど、地域の実情に応じて、管内市区町村の KPI の達成に向けた主導的な役割を果た

していただくようお願いいたします。（別添４参照） 

 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

（添付資料） 

 別添１ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 

 別添２ 成年後見制度利用促進基本計画に係る KPI 

 別添３ 「骨太の方針」及び「認知症施策推進大綱」における成年後見制度利用促進施策 

 別添４ 都道府県の役割 

別添５ 地域連携ネットワークと中核機関の整備について 
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成年後見制度利用促進基本計画の工程表
2017年度

（平成29年度）
2018年度

（平成30年度）
2019年度

（令和元年度）※

2020年度
（令和２年度）

2021年度
（令和３年度）

Ⅰ 制度の周知

Ⅱ 市町村計画の策定

Ⅲ

利用者がメリットを実感できる制度の運用
・適切な後見人等の選任のための検討の促進
・診断書の在り方等の検討

・高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支
援の在り方についての指針の策定等の検討、
成果の共有等

Ⅳ

地域連携ネットワークづくり
・市町村による中核機関の設置

・地域連携ネットワークの整備に向けた取組の
推進

Ⅴ

不正防止の徹底と利用しやすさの調和

・金融機関における預貯金等管理に係る自主
的な取組のための検討の促進等

・取組の検討状況等を踏まえたより効率的な不
正防止の在り方の検討

Ⅵ
成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決
定が困難な人への支援等の検討

Ⅶ 成年被後見人等の権利制限の措置の見直し

パンフレット、ポスターなどによる制度周知

国の計画の周知、市町村計画の策定働きかけ、策定状況のフォローアップ

中核機関の設置・運営、地域連携ネットワークの整備

相談体制・地域連携ネットワーク構築支援

（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組
への支援等）

相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築

適切な後見人等の選任のための検討の促進

診断書の在り方等の検討

意思決定支援の在り方についての指針の策定等の検討、成果の共有等

新たな運用等の開始、運用状況のフォローアップ

金融機関における自主的取組のための検討の促進
取組の検討状況・地域連携ネットワークにおける不正防止
効果を踏まえたより効率的な不正防止の在り方の検討

医療・介護等の現場において関係者が対応を
行う際に参考となる考え方の整理

成年被後見人等の権利制限の措置について法制上の措置等
目途：平成３１年５月まで

施策の進捗状況については、随時、国において把握・評価し、必要な対応を検討する。
※基本計画の中間年度である令和元年度においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

専門職団体等による自主的な取組の促進

参考となる考え方の周知、活用状況を踏まえた改善

別添１
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工程表における記載 KPI（2021年度末の目標）

Ⅰ　制度の周知

・中核機関（権利擁護センター等を含む）においてパンフレット等による
  成年後見制度や相談窓口の周知を行っている市区町村数
                  全1741市区町村（平成30年10月時点　470市区町村）

（参考値）
 ・成年後見制度利用者数（保佐・補助・任意後見割合を含む）

Ⅱ　市町村計画の策定
・市町村計画を策定した市区町村数
                 全1741市区町村数（平成30年10月時点　60市区町村）

Ⅲ　利用者がメリットを実感でき
る制度の運用

・後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定

・後見人等向けの意思決定支援研修が実施される都道府県の数
                                                 　全47都道府県

・2025年度末までに認知症関連の各種養成研修への意思決定支援に関する
 プログラム導入

・厚生労働科学研究「障害者の意思決定支援の効果に関する研究」の研究
  成果として「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライ
  ン」の活用・理解促進のための研修カリキュラムの策定

Ⅳ 地域連携ネットワークづくり
・中核機関（権利擁護センター等を含む）を整備した市区町村数
                 　全1741市区町村（平成30年10月時点　492市区町村）

・中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人候補者を推薦
  する取組を行っている市区町村数
                      800市区町村（平成30年10月時点　210市区町村）

・中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人支援の取組
 （専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施）を行っている市区
  町村数
                      200市区町村（平成30年10月時点　59市区町村）

・協議会等の合議体を設置した市区町村数
                 全1741市区町村  （平成30年10月時点  79市区町村）

・国研修を受講した中核機関職員や市区町村職員等の数　　　　3500人

Ⅴ　不正防止の徹底と利用しやす
さの調和

・全預金取扱金融機関（※）の個人預金残高に占める後見制度支援預金又
は後見制度支援信託を導入済とする金融機関の個人預金残高の割合
                           50％以上（平成30年12月末時点　約12％）

※ネットバンク等の店舗窓口において現金を取り扱っていない金融機関及
び業域・職域信用組合に係る個人預金残高は除く。

Ⅵ　成年被後見人等の医療・介護
等に係る意思決定が困難な人への
支援等の検討

・医療に係る意思決定が困難な人への円滑な医療・介護等の提供

Ⅶ　成年被後見人等の権利制限の
措置の見直し

・成年後見等の権利制限に係る法制上の措置の見直し
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置のある法律(190）

成年後見制度利用促進基本計画に係るＫＰＩ
令和元年５月３０日

別添２
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○認知症施策推進大綱（認知症施策推進関係閣僚会議 令和元年６月18日）

⑨成年後見制度の利用促進
○ 全国どの地域に住んでいても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、「成年後見制度利用促進基
本計画」に基づく市町村の中核機関（権利擁護センター等を含む。以下同じ。）の整備や市町村計画の策定を推進す
る。

○ 成年被後見人等の利益や生活の質の向上のための財産利用・身上保護に資する支援ができるよう、成年後見人等
に対する意思決定支援の研修の全国的な実施を図る。また、「任意後見」「補助」「保佐」制度の広報・相談体制の強
化や、市町村等による市民後見人・親族後見人への専門的バックアップ体制の強化を図る。

○ 後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保するため に 、 市町村の取組を支援する。

ＫＰＩ／目標
○ 成年後見制度の利用促進について(2021年度末)
・中核機関を整備した市区町村数 全1741市区町村
・中核機関においてパンフレット等による成年後見制度や相談窓口の周知を行っている市区町村数 全1741市区町
村
・中核機関において後見人候補者を推薦する取組を行っている市区町村数 800市区町村
・中核機関において後見人支援の取組（専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施）を行っている市区町村数
200市区町村
・協議会等の合議体を設置した市区町村数 全1741市区町村
・市町村計画を策定した市区町村数 全1741市区町村数
・国研修を受講した中核機関職員や市区町村職員等の数 3500人
・後見人等向けの意思決定支援研修が実施される都道府県の数 全47都道府県

○経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日 閣議決定）

（７）暮らしの安全・安心
⑤ 共助・共生社会づくり
（共生社会づくり）
「認知症施策推進大綱」 に基づき、認知症と共生する社会づくりを進める。また、成年後見制度の利用を促進する

ため、同大綱も踏まえ、中核機関の整備や意思決定支援研修の全国的な実施などの施策を総合的・計画的に推進
する。

「骨太の方針」及び「認知症施策推進大綱」における成年後見制度利用促進施策

別添３
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中核機関整備や市町村計画策定に向けた具体的検討

都道府県の役割（市町村への広域的支援）

（中核機関整備・市町村計画策定に向けた支援） （その他の広域的支援）

管内市町村の
体制整備状況
の把握

家庭裁判所や県社
会福祉協議会、専門
職団体等との
打ち合わせ

市町村向け会議の開催等
（管内市町村の取組状況の共有、都道府県全体の取組方針の伝達等）

家裁支部単位
での連絡会議
の開催

広域設置が

考えられる
自治体間での
勉強会開催

検討が進まな
い自治体への
個別の助言・
指導

市町村職員や
中核機関職員等

の研修

法人後
見の立
ち上げ
推進

市民後
見人の
養成
推進

市町村や中核機関
への専門的助言
（家裁や専門職団体と
の連携を含む）

担い手確保や市町村
職員等の資質向上

※ 家庭裁判所や社会福祉協議会、専門職団体等と連携

※ 連絡会議への参加等により、検討状況を継続的に把握し、中核機関整備や市
町村計画策定に向けた必要な助言等を実施

全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、
都道府県は管内市町村全体の体制整備推進の主導的な役割を担う。

別添４
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地域連携ネットワークと中核機関の整備について

家庭裁判所
協議会

中核機関
（市町村直営又は委託）

医療・福祉関係団体

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体

本人
（認知症高齢者）

後見人
等

ケアマネジャー

チーム

介護

サービス
事業者

医療機関

家族、親族民生委員、
ボランティア

後見人
等

相談支援専門員

障害福祉
サービス
事業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

家族、親族
民生委員、
ボランティア

○ 全国どの地域においても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、
各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築する。
※協議会・・・法律・福祉の専門職団体や、司法、福祉、医療、地域、金融等の関係機関が連携体制を強化するための合議体
※チーム・・・本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人が一緒になって日常的に本人の見守りや意思や状況等を継続的に把握。

別添５
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１点目 「チーム」について

内容：本人に身近な親族、福祉・医療、地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、
本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う仕組み

メンバー例：ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入
所先社会福祉施設、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介
護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、

家族・親族、民生委員、金融機関、市町村窓口、専門職、建築業者、旅行業者等
エリア：日常生活圏域など

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス
事業者

医療機関

チーム

介護
サービス
事業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

家族、親族 家族、親族

民生委員、
ボランティア

民生委員、
ボランティア

金融機関 金融機関

建築業者

旅行業者

個別の課題に
応じて

・
・
・

建築業者

旅行業者

個別の課題に
応じて

・
・
・

● 必ずしも一から作る必要は無く、実際には、ケアマネジャーや相談支援専門員等が作っ
ている既存のチームに後見人が参加するケースも少なくないと考えられる。
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２点目 「協議会」について

家庭裁判所協議会

中核機関
（市町村直営又は委託）

医療・福祉関係団体

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

基幹地域包括支援センター

社会福祉協議会

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関団体

※ 協議会の設置検討フローは、「中核機関の手引き」Ｐ６２に出ています。

イメージ

内容：後見等開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必
要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、
各専門職団体や各関係機関が自発的に協力する体制作りを進める合議体

メンバー例：上記の絵は一例。地域の事情を踏まえ適宜選定（例:商工会や警察など）

エリア：自治体圏域～広域圏域

障害者自立支援協議会

● 地域ケア会議や障害者自立支援協議会など、他の福祉部門の協議会等の権利擁護版であり、新た
に一から構築する必要は必ずしもない。

● 例えば、各地域において取組が進められてきた地域包括ケアシステム関係機関等のネットワークや
障害者自立支援協議会のネットワークの一部に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等
の「司法」との連携を加えていくことも想定される。

● ポイントは、司法も含めた関係者との連携であり、「顔の見える関係」を構築すること。
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３点目 「中核機関」について

● 中核機関とは、「地域連携ネットワークの中核となる機関」であり、地域連携ネットワーク
が、地域の権利擁護（以下の４つの機能）を果たすように主導する役割。また、専門職に
よる専門的助言等の支援を確保する。

【４つの機能】 ①広報、②相談、③制度利用促進（受任者調整（マッチング）、担い手の育成・活動の
促進）、 ④後見人支援

● 協議会の事務局

◎ 地域に応じて柔軟に整備していただく観点から、具体的な要件はない。

（いわゆるハコモノ新設ではない。）

◎ 「全国どこに住んでいても権利擁護支援が届くような体制を整える」との観点から、

まずは一刻も早く中核機関等の体制整備が急務

「小さく生んで大きく育てる」という考え方。「広報」「相談」が優先すべき機能。

中核機関
（市町村直営又は委託）
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【成年後見制度利用促進体制整備推進事業】（補助事業） ３２０百万円

（１）都道府県事業 〔社協等の民間団体に委託可 、（補助率）国1/2 都道府県1/2〕

都道府県による広域的支援による体制整備の推進

①体制整備アドバイザー等による体制整備の推進（広域的な中核機関立ち上げや計画策定支援等）

②中核機関・市町村職員向けの都道府県研修の実施

③市町村・中核機関向け専門相談窓口の設置（ノウハウに乏しい市町村や中核機関職員等への助言等）

（２）市町村事業 〔社協等の民間団体に委託可、 （補助率）国1/2 市町村1/2 〕

中核機関の立ち上げ支援や先駆的取組の推進

①中核機関の立ち上げ支援（立ち上げに向けた関係機関会議の会議費や先進地視察等）

②中核機関の先駆的取組の推進（適切な後見人候補者を選任する仕組み（受任調整会議）や、

親族後見人を継続的に支援する取組（専門職による助言等）等の先駆的取組）

（３）先駆的取組に係る調査研究 〔シンクタンク等の民間団体 （補助率）10/10〕

【成年後見制度利用促進体制整備研修（国研修】（委託費） ３０百万円
国において、市町村や中核機関職員、都道府県の研修担当者に対する研修を実施する。※民間委託

令和元年度 成年後見制度利用促進体制整備関係予算
令和元年度予算 ３．５億円

新

成年後見制度利用促進基本計画（平成29年３月24日閣議決定）を踏まえ、成年後見制度の

利用が必要な者が制度を利用できる地域体制を構築するため、都道府県の支援の下、中核機
関の整備や市町村計画の策定を推進する。

65



中核機関が活用できる財源のイメージ

交付税
（標準団体１０万人規模：約３００万円）

※中核機関設置運営費及び市町村計画策定費

市民後見人
の育成

権利擁護人材育成
事業

（地域医療介護総合
確保基金）

法人後見研
修等

法人後見支援事業
（地域生活支援事
業費等補助金）

広報・啓発
（高齢者）成年後見制度利用

支 援事業（地域支援事業
費交付金）

（障害者）成年後見制度普及
啓発事業（地域生活支援
事業費等補助金）

中核機関

中
核
機
関
の
立
上
げ
に
向
け
た
支
援

（
会
議
費
、
先
進
地
視
察
等
）

中核機関における先駆的取組の推進

体
制
整
備
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
に
よ
る
広
域
的
体
制
整
備

中
核
機
関
職
員
、
市
町
村
職
員
等
に
対
す
る
研
修
、

専
門
的
相
談
窓
口

市区町村 都道府県

令和元年度予算事業
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民法（明治 29年 4月 29日法律第 89号）一部抜粋 

（最終改正：平成 28年 6月 7日法律第 71号） 

 

（後見開始の審判） 

第 7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶

者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検

察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 

 

（成年被後見人及び成年後見人） 

第 8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 

 

（成年被後見人の法律行為） 

第 9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する

行為については、この限りでない。 

 

（後見開始の審判の取消し） 

第 10条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人

（未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。）、後見監督人（未成年後見監督人及び成年後見監督人を

いう。以下同じ。）又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 

 

（保佐開始の審判） 

第 11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、

配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の

審判をすることができる。ただし、第 7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 

 

（被保佐人及び保佐人） 

第 12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 

 

（保佐人の同意を要する行為等） 

第 13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第 9条

ただし書に規定する行為については、この限りでない。 

一 元本を領収し、又は利用すること。 

二 借財又は保証をすること。 

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 

四 訴訟行為をすること。 

五 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成 15年法律第 138号）第 2条第 1項に規定する仲裁合意をいう。）

をすること。 

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 

九 第 602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

２ 家庭裁判所は、第 11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項

各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をす

ることができる。ただし、第 9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 

３ 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもか

かわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与える
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ことができる。 

４ 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、

取り消すことができる。 

 

（保佐開始の審判等の取消し） 

第 14条 第 11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未

成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さ

なければならない。 

２ 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第 2項の審判の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

 

（補助開始の審判） 

第 15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶

者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判

をすることができる。ただし、第七条又は第 11条本文に規定する原因がある者については、この限りでな

い。 

２ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

３ 補助開始の審判は、第 17条第 1項の審判又は第 876条の 9第 1項の審判とともにしなければなら ない。 

 

（被補助人及び補助人） 

第 16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 

 

（補助人の同意を要する旨の審判等） 

第 17条 家庭裁判所は、第 15条第 1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被

補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第 13条第 1項に

規定する行為の一部に限る。 

２ 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

３ 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもか

かわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与える

ことができる。 

４ 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、

取り消すことができる。 

 

（補助開始の審判等の取消し） 

第 18条 第 15条第 1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の

親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を

取り消さなければならない。 

２ 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第 1項の審判の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

３ 前条第 1項の審判及び第 876条の 9第 1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始

の審判を取り消さなければならない。 

 

（審判相互の関係） 

第 19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、

その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 
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２ 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又

は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 

 

（制限行為能力者の相手方の催告権） 

第 20条 制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第 17条第 1項の審判を受けた被補助人

をいう。以下同じ。）の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。

以下同じ。）となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことがで

きる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその

期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 

２ 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は

補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期

間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 

３ 特別の方式を要する行為については、前 2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、

その行為を取り消したものとみなす。 

４ 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第 17条第 1項の審判を受けた被補助人に対しては、第 1項の

期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被

保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したもの

とみなす。 

 

（制限行為能力者の詐術） 

第 21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消

すことができない。 

 

（緊急事務管理） 

第 698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたとき

は、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 

 

（成年後見人の選任） 

第 843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 

２ 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求に

より、又は職権で、成年後見人を選任する。 

３ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定す

る者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 

４ 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者

の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無（成年後見人となる者が法人であるときは、その事

業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無）、成年被後見人の意

見その他一切の事情を考慮しなければならない。 

 

（後見人の辞任） 

第 844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 

 

（辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求） 

第 845条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人

は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 

 

（後見人の解任） 
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第 846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、

後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することがで

きる。 

 

（後見人の欠格事由） 

第 847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 

一 未成年者 

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 

三 破産者 

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 

五 行方の知れない者 

 

（未成年後見監督人の指定） 

第 848条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 

 

（後見監督人の選任） 

第 849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は

職権で、後見監督人を選任することができる。 

 

（後見監督人の欠格事由） 

第 850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 

 

（後見監督人の職務） 

第 851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

一 後見人の事務を監督すること。 

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 

四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 

 

（委任及び後見人の規定の準用） 

第 852条 第 644条、第 654条、第 655条、第 844条、第 846条、第 847条、第 861条第２項及び第 862

条の規定は後見監督人について、第 840条第３項及び第 857条の２の規定は未成年後見監督人について、

第 843条第４項、第 859条の２及び第 859条の３の規定は成年後見監督人について準用する。 

 

（財産の調査及び目録の作成） 

第 853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、１箇月以内に、その調査を終わり、かつ、そ

の目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 

２ 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力

を生じない。 

 

（財産の目録の作成前の権限） 

第 854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 

ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 

 

 

（後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務） 

70



第 855条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、

財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 

２ 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 

 

（被後見人が包括財産を取得した場合についての準用） 

第 856条 前３条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 

 

（未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務） 

第 857条 未成年後見人は、第 820条から第 823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権

利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を

取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 

 

（未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等） 

第 857条の２ 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。 

２ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみ

を行使すべきことを定めることができる。 

３ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が

単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 

４ 家庭裁判所は、職権で、前２項の規定による定めを取り消すことができる。 

５ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 

 

（成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮） 

第 858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、

成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 

 

（財産の管理及び代表） 

第 859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表す

る。 

２ 第 824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（成年後見人が数人ある場合の権限の行使等） 

第 859条の２ 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事

務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 

２ 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 

３ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 

 

（成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可） 

第 859条の３ 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、

売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得

なければならない。 

 

（利益相反行為） 

第 860条 第 826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでな

い。 

 

（支出金額の予定及び後見の事務の費用） 
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第 861条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために

毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 

２ 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 

 

（後見人の報酬） 

第 862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当

な報酬を後見人に与えることができる。 

 

（後見の事務の監督） 

第 863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提

出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 

２ 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被

後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 

 

（後見監督人の同意を要する行為） 

第 864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第 13条第１項各号に掲げる行為をし、又は未成年被

後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただ

し、同項第１号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 

 

第 865条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すこと

ができる。この場合においては、第 20条の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、第 121条から第 126条までの規定の適用を妨げない。 

 

（被後見人の財産等の譲受けの取消し） 

第 866条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、こ

れを取り消すことができる。この場合においては、第 20条の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、第 121条から第 126条までの規定の適用を妨げない。 

 

（未成年被後見人に代わる親権の行使） 

第 867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 

２ 第 853条から第 857条まで及び第 861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 

 

（財産に関する権限のみを有する未成年後見人） 

第 868条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 

 

（委任及び親権の規定の準用） 

第 869条 第 644条及び第 830条の規定は、後見について準用する。 

 

（後見の計算） 

第 870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、２箇月以内にその管理の計算（以下「後

見の計算」という。）をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することがで

きる。 

 

第 871条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 

 

（未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し） 
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第 872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人と

の間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単

独行為も、同様とする。 

２ 第 20条及び第 121条から第 126条までの規定は、前項の場合について準用する。 

 

（返還金に対する利息の支払等） 

第 873条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終

了した時から、利息を付さなければならない。 

２ 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなけれ

ばならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 

 

（委任の規定の準用） 

第 874条 第 654条及び第 655条の規定は、後見について準用する。 

※（委任の終了後の処分） 

第 654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法

定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、

必要な処分をしなければならない。 

 

（後見に関して生じた債権の消滅時効） 

第 875条 第 832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の

消滅時効について準用する。 

２ 前項の消滅時効は、第 872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 

 

（保佐の開始） 

第 876条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 

 

（保佐人及び臨時保佐人の選任等） 

第 876条の２ 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 

２ 第 843条第２項から第４項まで及び第 844条から第 847条までの規定は、保佐人について準用する。 

３ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任

を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 

 

（保佐監督人） 

第 876条の３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求によっ

て、又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 

２ 第 644条、第 654条、第 655条、第 843条第４項、第 844条、第 846条、第 847条、第 850条、第 851

条、第 859条の２、第 859条の３、第 861条第２項及び第 862条の規定は、保佐監督人について準用する。

この場合において、第 851条第４号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保

佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 

 

（保佐人に代理権を付与する旨の審判） 

第 876条の４ 家庭裁判所は、第 11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、 

被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 

２ 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

３ 家庭裁判所は、第１項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 
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（保佐の事務及び保佐人の任務の終了等） 

第 876条の５ 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態

及び生活の状況に配慮しなければならない。 

２ 第 644条、第 859条の２、第 859条の３、第 861条第２項、第 862条及び第 863条の規定は保佐の事務

について、第 824条ただし書の規定は保佐人が前条第１項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を

代表する場合について準用する。 

３ 第 654条、第 655条、第 870条、第 871条及び第 873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、

第 832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用

する。 

 

（補助の開始） 

第 876条の６ 補助は、補助開始の審判によって開始する。 

 

（補助人及び臨時補助人の選任等） 

第 876条の７ 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 

２ 第 843条第２項から第４項まで及び第 844条から第 847条までの規定は、補助人について準用する。 

３ 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任

を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 

 

（補助監督人） 

第 876条の８ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により

又は職権で、補助監督人を選任することができる。 

２ 第 644条、第 654条、第 655条、第 843条第４項、第 844条、第 846条、第 847条、第 850条、第 851

条、第 859条の２、第 859条の３、第 861条第２項及び第 862条の規定は、補助監督人について準用する。

この場合において、第 851条第４号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補

助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 

 

（補助人に代理権を付与する旨の審判） 

第 876条の９ 家庭裁判所は、第 15条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によっ

て、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 

２ 第 876条の４第２項及び第３項の規定は、前項の審判について準用する。 

 

（補助の事務及び補助人の任務の終了等） 

第 876条の 10 第 644条、第 859条の２、第 859条の３、第 861条第２項、第 862条、第 863条及び第 876

条の５第１項の規定は補助の事務について、第 824条ただし書の規定は補助人が前条第１項の代理権を付与

する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 

２ 第 654条、第 655条、第 870条、第 871条及び第 873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、

第 832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用

する。 
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任意後見契約に関する法律 

（平成十一年法律第百五十号） 

 

目次 

第一条 （趣旨） 

第二条 （定義） 

第三条 （任意後見契約の方式） 

第四条 （任意後見監督人の選任） 

第五条 （任意後見監督人の欠格事由） 

第六条 （本人の意思の尊重等） 

第七条 （任意後見監督人の職務等） 

第八条 （任意後見人の解任） 

第九条 （任意後見契約の解除） 

第十条 （後見、保佐及び補助との関係） 

第十一条 （任意後見人の代理権の消滅の対抗要件） 

附 則 

附 則（平成二三年五月二五日法律第五三号） 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監
督に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にお
ける自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務に
ついて代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時か
らその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。 

二 本人 任意後見契約の委任者をいう。 

三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の
受任者をいう。 

四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任
者をいう。 

 

（任意後見契約の方式） 

第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。 

 

（任意後見監督人の選任） 

第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十
分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、
任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 本人が未成年者であるとき。 

二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助
を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。 

三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。 

イ 民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百四十七条各号（第四号を除く。）に掲げる者 

ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 

ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 

２ 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人
であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始の
審判等」と総称する。）を取り消さなければならない。 

３ 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意が
なければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 

４ 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又
は職権で、任意後見監督人を選任する。 

５ 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲
げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。 
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（任意後見監督人の欠格事由） 

第五条 任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることがで
きない。 

 

（本人の意思の尊重等） 

第六条 任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務（以下「任意後見人の事務」という。）を行
うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 

 

（任意後見監督人の職務等） 

第七条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

一 任意後見人の事務を監督すること。 

二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。 

三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。 

四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。 

２ 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務
若しくは本人の財産の状況を調査することができる。 

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求
め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要
な処分を命ずることができる。 

４ 民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八
百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、
任意後見監督人について準用する。 

 

（任意後見人の解任） 

第八条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、
任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。 

 

（任意後見契約の解除） 

第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、
いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。 

２ 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事
由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。 

 

（後見、保佐及び補助との関係） 

第十条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認める
ときに限り、後見開始の審判等をすることができる。 

２ 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もする
ことができる。 

３ 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたと
きは、任意後見契約は終了する。 

 

（任意後見人の代理権の消滅の対抗要件） 

第十一条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。 

 

 

附 則  

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成二三年五月二五日法律第五三号）  

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 
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「地域包括支援センターの設置運営について」

老計発第 1018001 号

老振発第 1018001 号

老老発第 1018001 号

p.4「 3 市町村の責務 ③ センター間における役割分担と連携の強化」

管内に複数のセンターがある市町村においては、地域の課題や目標をセンター間で共有し

ながらセンターが相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求められる。 例え

ば、

・ 権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターを支援す

るセンター（以下「機能強化型センター」という。）を設置

するなど、センター間の連携強化や役割分担を通じて、効果的、一体的な運営体制を構築

していくことが可能と考える。

p.9「 4 事業内容 ③ 権利擁護業務について」

権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問

題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にあ

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・る高齢者が、

継続的な視点からの支援を行うものである。

業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢

者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害防止に関する諸制度を活用し、高齢者の

生活の維持を図るものである。
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日本弁護士連合会　弁護士会一覧

名称 TEL FAX

札幌弁護士会 011-281-2428 011-281-4823

函館弁護士会 0138-41-0232 0138-41-3611

旭川弁護士会 0166-51-9527 0166-46-8708

釧路弁護士会 0154-41-0214 0154-41-0225

仙台弁護士会 022-223-1001 022-261-5945

福島県弁護士会 022-223-1001 022-261-5945

山形県弁護士会 023-622-2234 023-635-3685

岩手弁護士会 019-651-5095 019-623-5035

秋田弁護士会 018-862-3770 018-823-6804

青森県弁護士会 017-777-7285 017-722-3181

東京弁護士会 03-3581-2201 03-3581-0865

第一東京弁護士会 03-3595-8585 03-3595-8577

第二東京弁護士会 03-3581-2255 03-3581-3338

神奈川県弁護士会 045-211-7707 045-212-2888

埼玉弁護士会 048-863-5255 048-866-6544

千葉県弁護士会 043-227-8431 043-225-4860

茨城県弁護士会 029-221-3501 029-227-7747

栃木県弁護士会 028-689-9000 028-689-9018

群馬弁護士会 027-233-4804 027-234-7425

静岡県弁護士会 054-252-0008 054-252-7522

山梨県弁護士会 055-235-7202 055-235-7204

長野県弁護士会 026-232-2104 026-232-3653

新潟県弁護士会 025-222-5533 025-223-2269

愛知県弁護士会 052-203-1651 052-204-1690

三重弁護士会 059-228-2232 059-227-4675

岐阜県弁護士会 058-265-0020 058-265-4100

福井弁護士会 0776-23-5255 0776-23-9330

金沢弁護士会 076-221-0242 076-222-0242

日本弁護士連合会（担当：人権部人権第二課）
東京都千代田区霞が関１－１－３
TEL 03(3580)9841（代表） / FAX 03(3580)2896

〒500-8811　岐阜市端詰町22

〒910-0004　福井市宝永４－３－１ 三井生命ビル７階

〒920-0937　金沢市丸の内7番36号

〒371-0026　前橋市大手町3-6-6

〒380-0872　長野市妻科432

〒951-8126　新潟市中央区学校町通一番町１ 新潟地方裁判所構内

〒460-0001　名古屋市中区三の丸1-4-2

〒514-0032　津市中央3-23

〒420-0853　静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所構内

〒400-0032　甲府市中央1-8-7

〒231-0021　横浜市中区日本大通9

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂4-7-20

〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-9

〒310-0062　水戸市大町2-2-75

〒320-0845　宇都宮市明保野町1番6号

所在地

〒060-0001　札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館7F

〒040-0031　函館市上新川町1-3

〒070-0901　旭川市花咲町４

〒085-0824　釧路市柏木町4番3号

〒030-0861　青森市長島１丁目３番１号　日赤ビル５階

〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階

〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階

〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階

〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-9-18

〒960-8115　福島市山下町4-24

〒990-0042　山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階

〒020-0022　盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館（サンビル）2階

〒010-0951　秋田市山王6-2-7

中
部
・
北
陸

北
海
道

東
北

関
東

金沢弁護士会 076-221-0242 076-222-0242

富山県弁護士会 076-421-4811 076-421-4896

大阪弁護士会 06-6364-0251 06-6364-0252

京都弁護士会 075-231-2378 075-223-1894

兵庫県弁護士会 078-341-7061 078-351-6651

奈良弁護士会 0742-22-2035 0742-23-8319

滋賀弁護士会 077-522-2013 077-522-2908

和歌山弁護士会 073-422-4580 073-436-5322

広島弁護士会 082-228-0230 082-228-0418

山口県弁護士会 083-922-0087 083-928-2220

岡山弁護士会 086-223-4401 086-223-6566

鳥取県弁護士会 0857-22-3912 0857-22-3920

島根県弁護士会 0852-21-3225 0852-21-3398

香川県弁護士会 087-822-3693 087-823-3878

徳島弁護士会 088-652-5768 088-652-3730

高知弁護士会 088-872-0324 088-872-0838

愛媛弁護士会 089-941-6279 089-941-4110

福岡県弁護士会 092-741-6416 092-715-3207

佐賀県弁護士会 0952-24-3411 0952-25-7608

長崎県弁護士会 095-824-3903 095-824-3967

大分県弁護士会 097-536-1458 097-538-0462

熊本県弁護士会 096-325-0913 096-325-0914

鹿児島県弁護士会 099-226-3765 099-223-7315

宮崎県弁護士会 0985-22-2466 0985-22-2449

沖縄弁護士会 098-865-3737 098-865-3636〒900-0014　沖縄県那覇市松尾2-2-26-6

〒850-0875　長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階

〒870-0047　大分市中島西1-3-14

〒860-0078　熊本市中央区京町1-13-11

〒892-0815　鹿児島市易居町2-3

〒880-0803　宮崎市旭1-8-45

〒770-0855　徳島市新蔵町1-31

〒780-0928　高知市越前町1-5-7

〒790-0003　愛媛県松山市三番町4-8-8

〒810-0043　福岡市中央区城内1-1 裁判所合同庁舎構内

〒840-0833　佐賀市中の小路7-19

〒753-0045　山口市黄金町2-15

〒700ｰ0807　岡山市北区南方1丁目8番29号

〒680-0011　鳥取市東町2丁目221番地

〒690-0886　松江市母衣町55番地4 松江商工会議所ビル7階

〒604-0971　京都市中京区富小路通丸太町下ル

〒760-0033　高松市丸の内2-22

〒650-0016　神戸市中央区橘通1-4-3

〒630-8237　奈良市中筋町２２番地の１

〒520-0051　大津市梅林1-3-3

〒640-8144　和歌山市四番丁5番地

〒730-0012　広島市中区上八丁堀2番73号

〒920-0937　金沢市丸の内7番36号

〒930ｰ0076　富山市長柄町3-4-1

〒530-0047　大阪市北区西天満1-12-5

近
畿

中
国
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国
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縄
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中 部 近 畿 中 国 四 国 九 州
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 都 道 府 県 社 会 福 祉 士 会 連 絡 先  

   
2017 年4 月1 日 

都道府県社会福祉士会 郵便番号 所  在  地 Ｔ Ｅ Ｌ 

(公社)北海道社会福祉士会 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西７丁目かでる２．７－４階 011-213-1313 

(公社)青森県社会福祉士会 030-0822 青森県青森市中央３－２０－３０県民福祉プラザ５階 017-723-2560 

(一社)岩手県社会福祉士会 020-0801 岩手県盛岡市浅岸３－２３－５０浅岸和敬荘内 019-651-6111 

(一社)宮城県社会福祉士会 981-0935 宮城県仙台市青葉区三条町１０－１９ＰＲＯＰ三条館内 022-233-0296 

(一社)秋田県社会福祉士会 010-0922 秋田県秋田市旭北栄町１－５秋田県社会福祉会館内 018-896-7881 

(一社)山形県社会福祉士会 990-0021 山形県山形市小白川町２－３－３１山形県総合社会福祉センター内 023-615-6565 

(一社)福島県社会福祉士会 963-8045 福島県郡山市新屋敷１丁目１６６番ＳビルＢ号室 024-924-7201 

(一社)茨城県社会福祉士会 310-0851 茨城県水戸市千波町１９１８茨城県総合福祉会館５Ｆ 029-244-9030 

(一社)栃木県社会福祉士会 320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内とちぎｿｰｼｬﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ共同事務所 028-600-1725 

(一社)群馬県社会福祉士会 371-0843 群馬県前橋市新前橋町１３－１２群馬県社会福祉総合センター７階 027-212-8388 

(公社)埼玉県社会福祉士会 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東１－２－５ベルメゾン小島１０３ 048-857-1717 

(一社)千葉県社会福祉士会 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港７－１塚本千葉ビル第５ビル３階 043-238-2866 

(公社)東京社会福祉士会 170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１１福祉財団ビル５階 03-5944-8466 

(公社)神奈川県社会福祉士会 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡４－２神奈川県社会福祉会館３階 045-317-2045 

(公社)新潟県社会福祉士会 950-0994 新潟県新潟市中央区上所２丁目２－２新潟ユニゾンプラザ３階 025-281-5502 

(一社)山梨県社会福祉士会 400-0073 山梨県甲府市湯村三丁目１１－３０ 055-269-6280 

(公社)長野県社会福祉士会 380-0836 長野県長野市南県町６８５－２長野県食糧会館６Ｆ 026-266-0294 

(一社)富山県社会福祉士会 939-0341 富山県射水市三ケ５７９富山福祉短期大学内 0766-55-5572 

(一社)石川県社会福祉士会 920-8557 石川県金沢市本多町３丁目１－１０石川県社会福祉会館２階 076-207-7770 

(一社)福井県社会福祉士会 918-8011 福井県福井市月見３－２－３７ ＮＴＴ西日本福井南交換所ビル１階 0776-63-6277 

(一社)岐阜県社会福祉士会 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良２丁目２－１岐阜県福祉農業会館５階 058-277-7216 

(一社)静岡県社会福祉士会 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町１－７０静岡県総合社会福祉会館４階 054-252-9877 

(一社)愛知県社会福祉士会 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７番２号 桜華会館 南館１階 052-202-3005 

(一社)三重県社会福祉士会 514-0003 三重県津市桜橋２－１３１三重県社会福祉会館４階 059-228-6008 

(公社)滋賀県社会福祉士会 525-0072 滋賀県草津市笠山７－８－１３８滋賀県立長寿社会福祉センター内 077-561-3811 

(一社)京都社会福祉士会 602-8143 京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る仲之町５１９京都社会福祉会館２Ｆ 075-803-1574 

(公社)大阪社会福祉士会 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町７－４－１５大阪府社会福祉会館内（１階） 06-4304-2772 

(一社)兵庫県社会福祉士会 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通２－１－１兵庫県福祉センター５階 078-265-1330 

(一社)奈良県社会福祉士会 630-8213 奈良県奈良市登大路町３６番地大和ビル３階 0742-81-8213 

(一社)和歌山県社会福祉士会 640-8319 和歌山県和歌山市手平２－１－２県民交流プラザ和歌山ビッグ愛６階 073-499-4529 

(一社)鳥取県社会福祉士会 689-0201 鳥取県鳥取市伏野１７２９－５鳥取県社会福祉協議会福祉人材部 0857-59-6336 

(一社)島根県社会福祉士会 690-0011 島根県松江市東津田町１７４１－３いきいきプラザ島根１階 0852-28-8181 

(一社)岡山県社会福祉士会 700-0807 岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館７階 086-201-5253 

(公社)広島県社会福祉士会 732-0816 広島県広島市南区比治山本町１２－２広島県社会福祉会館内 082-254-3019 

(一社)山口県社会福祉士会 753-0072 山口県山口市大手町９－６社会福祉会館内 083-928-6644 

(一社)徳島県社会福祉士会 770-0943 徳島県徳島市中昭和町１丁目２番地徳島県立総合福祉センター３階 088-678-8041 

(一社)香川県社会福祉士会 762-0084 香川県丸亀市飯山町上法軍寺２６１１ 0877-98-0854 

(一社)愛媛県社会福祉士会 790-0905 愛媛県松山市樽味２丁目２－３ラ・マドレーヌビル２Ｆ 089-948-8031 

(一社)高知県社会福祉士会 780-0870 高知県高知市本町４丁目１番３７号丸の内ビル３Ｆ 088-855-5921 

(公社)福岡県社会福祉士会 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－９－１２アイビーコートⅢビル５階 092-483-2944 

(公社)佐賀県社会福祉士会 849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝１丁目１５－３佐賀県社会福祉士会館 0952-36-5833 

(一社)長崎県社会福祉士会 852-8104 長崎県長崎市茂里町３－２４長崎県総合福祉センター県棟５階 095-848-6012 

(一社)熊本県社会福祉士会 862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町１－２２東部ハイツ１０５ 096-285-7761 

(公社)大分県社会福祉士会 870-0907 大分県大分市大津町２－１－４１大分県総合社会福祉会館内 097-576-7071 

(一社)宮崎県社会福祉士会 880-0007 宮崎県宮崎市原町２－２２宮崎県福祉総合センター人材研修館内 0985-86-6111 

(公社)鹿児島県社会福祉士会 890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－７鹿児島県社会福祉センター内 099-213-4055 

(一社)沖縄県社会福祉士会 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町４－１３５－１くしばるビル２０７号室 098-943-4249 
        全国団体：公益社団法人 日本社会福祉士会 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル 2 階    TEL：03-3355-6541 
 
・「権利擁護センター ぱあとなあ」は、公益社団法人日本社会福祉士会ならびに、各都道府県社会福祉士会が運営しています。 
・社会福祉士は、福祉領域の相談援助専門職です。 
・各都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」では、所定の成年後見人養成研修を修了した社会福祉士を成年後見人等の候補者として登録しています。 
・全国の都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」でもご相談をお受けしています。 最寄りの社会福祉士会事務局へご連絡ください。 
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 （別紙） 【補助開始申立用】  保佐の場合には，自動的に下記の範囲について 

                      同意権・取消権が付与されます。 

 

同 意 行 為 目 録 

                       作成者          

 
 必要な行為（日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。）にチェックし  
てください。 
 

 内容については，本人の同意を踏まえた上で，最終的に，裁判所が決めます。  

 

１ 元本の領収又は利用 

□(1) 預貯金の払戻し 

□(2) 金銭の利息付貸付け 

 

２ 借財又は保証 

□(1) 金銭消費貸借契約の締結（貸付けについては１又は３にも当たる。）  

□(2) 債務保証契約の締結 

 

３ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為  

□(1) 本人所有の土地又は建物の売却 

□(2) 本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定 

□(3) 贈与又は寄附行為 

□(4) 商品取引又は証券取引 

□(5) 通信販売（インターネット取引を含む）又は訪問販売による契約の締結 

□(6) クレジット契約の締結 

□(7) 金銭の無利息貸付け 

□(8) 

 

□４ 訴訟行為 

（相手方の提起した訴え又は上訴に対して応訴するには同意を要しない。）  

 

□５ 和解又は仲裁合意 

 

□６ 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割 

 

□７ 贈与の申込みの拒絶，遺贈の放棄，負担付贈与の申込みの承諾又は負担付  

  遺贈の承認 

 

□８ 新築，改築，増築又は大修繕 

 

□９ 民法６０２条に定める期間を超える賃貸借 
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29.6 版 

（別紙）【保佐・補助開始申立用】 

代 理 行 為 目 録 

                                           作成者              

必要な代理行為をチェック又は記入してください（包括的な代理権の付与は認められません。）。 

どのような代理権を付与するかは，本人の意向（同意）を踏まえ，裁判所が判断します。 

１ 財産管理関係 

 (1) 不動産関係 

□[1]本人の不動産に関する（□売却，□担保権設定，□賃貸，□警備，□      ）契約の締結，

更新，変更及び解除  

□[2]他人の不動産に関する（□購入，□借地，□借家）契約の締結，更新，変更及び解除 

□[3]住居等の（□新築，□増改築，□修繕（樹木の伐採を含む。），□解体，□      ）に関す

る請負契約の締結，変更及び解除 

□[4]本人の不動産内に存する動産の処分 

□[5]本人又は他人の不動産に関する賃貸借契約から生じる債権の回収及び債務の弁済 

 (2) 預貯金等金融関係 

□[1]（□全ての，□別紙の口座に関する，□別紙の口座を除く全ての）預貯金及び出資金に関する金融

機関等との一切の取引（解約（脱退）及び新規口座の開設を含む。） 

□[2]預貯金及び出資金以外の本人と金融機関との（□貸金庫取引，□証券取引（保護預かり取引を含む。），

□為替取引，□信託取引，□       ） 

(3) 保険に関する事項 

□[1]保険契約の締結，変更及び解除 

□[2]保険金及び賠償金の請求及び受領 

 (4) その他 

□[1]（□年金，障害手当金その他の社会保障給付，□臨時給付金その他の公的給付，□配当金， 

□       ）の受領及びこれに関する諸手続 

□[2]（□公共料金，□保険料，□ローンの返済金，□管理費等，□       ）の支払及びこれに関

する諸手続 

□[3]情報通信（携帯電話，インターネット等）に関する契約の締結，変更，解除及び費用の支払 

□[4]本人の負担している債務に関する弁済合意及び債務の弁済（そのための交渉を含む。） 

□[5]本人が現に有する債権の回収（そのための交渉を含む。） 

２ 相続関係 

□[1]相続の承認又は放棄 

□[2]贈与又は遺贈の受諾 

□[3]遺産分割（協議，調停及び審判）又は単独相続に関する諸手続 

□[4]遺留分減殺請求（協議及び調停）に関する諸手続 

３ 身上監護関係 

□[1]介護契約その他の福祉サービス契約の締結，変更，解除及び費用の支払並びに還付金等の受領 

□[2]介護保険，要介護認定，健康保険等の各申請（各種給付金及び還付金の申請を含む。）及びこれら

の認定に関する不服申立て 

□[3]福祉関係施設への入所に関する契約（有料老人ホームの入居契約等を含む。）の締結，変更，解除

及び費用の支払並びに還付金等の受領 

□[4]医療契約及び病院への入院に関する契約の締結，変更，解除及び費用の支払並びに還付金等の受領 

４ その他 

□[1]税金の申告，納付，更正，還付及びこれらに関する諸手続 

□[2]登記，登録の申請 

   □[3]マイナンバー関連書類の受領 

□[4]調停手続（２[3]及び[4]を除く。）及び訴訟手続（民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。） 

※保佐人又は補助人が申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者であるときのみ付与することができる。 
□[5]調停手続（２[3]及び[4]を除く。）及び訴訟手続（民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。）に

ついて，申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者に対し授権をすること 

□[6]                                          

５ 関連手続 

□[1]以上の各事務の処理に必要な費用等の支払 

□[2]以上の各事務に関連する一切の事項（公的な届出，手続等を含む。）   以 上 
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